
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域住民からの意見聴取のために国が主催した 
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に関する調査結果について（ご報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年７月２９日 

東京電力株式会社 

 

 

 

 

 

 



 2

１．調査概要 

 (1) 調査期間 

   平成２３年７月１５日（金）～７月２８日（木） 

 

(2) 調査体制 

コンプライアンス部門や原子力・立地部門等，関係各部が連係して実施。 

 

 (3) 調査対象シンポジウム等 

過去５年間，東京電力株式会社（以下，「当社」）が計画する原子力発電所の建設

等について，地元首長の意思決定を行うために開催された国（経済産業省）主催

のシンポジウム等（以下，「調査対象シンポジウム等」）。（別添資料参照） 

 

(4) 調査方法・内容 

   ①当社社員に対する調査 

    ■質問票による調査 

    ○対象者 

      平成２０年１月以降の本店原子力・立地本部及び柏崎刈羽原子力発電所の

課長級以上経験者 計２７５名 

 

     ○質問内容 

      ・社員・協力企業等に対して，調査対象シンポジウム等について，情報提

供又は出席要請を行った（又は受けた）ことがあるか。ある場合，その

目的や方法等。 

・上記に該当する場合，特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装

って特定の意見を表明することを要請した（又はされた）ことがあるか。

ある場合，その目的や方法等。 

 

■聴き取り調査 

○対象者 

上記の質問票による調査対象者のうち，調査対象シンポジウム等に関して

業務上関わりの深い部門（総務・広報・立地部門等）の課長級以上経験者

及び出席要請を行った（又は受けた）ことがあると回答した者 

計７１名 

 

     ○聴き取り内容 

      ・社員・協力企業等に対して，調査対象シンポジウム等について，情報提

供又は出席要請を行った（又は受けた）ことがあるか。ある場合，その

目的や方法等。 

      ・シンポジウム等への社員の出席・傍聴の目的や出席状況等。 

 ・特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明

するよう要請したことがあるか。ある場合，その目的や方法等。 
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   ②協力企業関係者に対する調査 

■聴き取り調査 

○対象者 

・柏崎刈羽原子力発電所の構内協力企業２５社の所長又は事務長 

計４４名 

 

     ○聴き取り内容 

      ・当社から調査対象シンポジウム等の開催に関して情報提供を受けたこと

があるか。ある場合，その内容や方法等 

・当社から，関係者等に情報提供すること又は出席することを要請された

ことはあるか。ある場合，その内容や方法等 

・当社からの出席要請があった場合，特定の意見などを発言するように要

請されたことはあるか。ある場合，その内容や方法等 

 

   ③書類及び電子データの調査 

    ○対象書類・電子データ及び調査内容 

・発電所内イントラネット内の文書 

「所員へのお知らせ」コーナーの掲載記録（計８，３６４件）を全数確認。 

 

・発電所広報部門における調査対象シンポジウム等に関わる書類及び電子デ

ータ 

広報部門が保有する調査対象シンポジウム等に関わる文書保存ファイル

（計３冊）及び広報部門の共用ハードディスク（計７６ファイル）を確認。 

 

     ・協力企業との情報連絡会議の議事録及び配布資料 

協力企業の所長・事務長等が参加する情報連絡会の議事録及び配布資料

（計１，２３７頁）を全数確認。 

 

・協力企業向け配布文書（あいさつチラシ） 

協力企業に毎月配布している「あいさつチラシ」（計４１６頁）を全数確

認。 
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２．調査結果 

 ①当社社員に対する調査結果 

■質問票による調査結果 

   ○対象者２７５名のうち，社員・協力企業等に対して，調査対象シンポジウム

等について，情報提供を行った（又は受けた）ことがあると回答したのは，

１４９名（うち社員に対して１２６名，協力企業等に対して２３名）。 

    ○社員・協力企業等に対して，調査対象シンポジウム等について，出席要請を

行った（又は受けた）ことがあると回答したのは，２７名（うち社員のみに

対して２４名，協力企業等のみに対して１名，社員及び協力企業等に対して

２名）。 

    ○特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明す

ることを要請した（又はされた）ことがあると回答した者はいなかった。 

 

  ■聴き取り調査結果 

○調査対象シンポジウム等に関して業務上関わりの深い部署（総務・広報・立

地部門等）の課長級以上経験者への聴き取り調査結果のポイント 

     ・調査対象シンポジウム等の開催に関する情報は，部長級以上が参加する毎

朝の情報共有会議で周知された後，部内会議・グループミーティングでも

情報提供されていた。また，発電所内のイントラネットへの掲載等を通じ

て社員に周知されていた。さらに，参考情報として毎月の協力企業等との

情報連絡会議において協力企業等にも周知されていた。 

     ・情報提供の目的は，発電所の運営に影響する社外の動きを把握させるため，

或いは，業務上の必要に応じて傍聴させるため。 

     ・原則として広報・立地部門を中心とした社員が業務として調査対象シンポ

ジウム等を傍聴していた。傍聴の目的は，国の説明内容や調査対象シンポ

ジウム等への参加者がどのような関心事項をお持ちかを把握し，今後の業

務に反映するため等。傍聴者は原則として議事録を作成し，議事録は本店

及び発電所内関係者にメールで送付，又は会議で配布していた。 

     ・特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明す

ることを要請した（又はされた）ことがある者はいなかった。 

    ○質問票による調査のうち，出席要請を行った（又は受けた）ことがあると回

答した者への聴き取り調査結果のポイント 

     ・社員に出席要請を行った（又は受けた）目的は，地域住民の関心事項等を

把握するとともに，国の説明内容を聞くため。また，議事録を作成し，社

内で情報共有するため。要請を行った（又は受けた）際の方法としては，

殆どが口頭であった。 

     ・協力企業等に対する出席要請は，「説明会があるが，時間の都合があえば

どうぞ」という程度の情報提供に近いものであった。 

     ・特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明す

ることを要請した（又はされた）ことがある者はいなかった。 
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  ②協力企業関係者に対する調査結果 

  ■聴き取り調査結果 

○聴き取り調査対象者全員が，当社からの情報提供を受けたことはあるが出席

要請を受けたことは無く，また，特定の意見を表明することを要請されたこ

とも無いとの回答であった。 

     ・毎月の協力企業との情報連絡会議において，開催日時等について，口頭で

周知されていた。（「時間と関心がある人はどうぞ」という程度） 

     ・協力企業向け配布文書（あいさつチラシ，毎月配布）でも周知されていた。 

 

  ③書類及び電子データの調査結果 

・発電所内イントラネット内の文書 

開催日時等の周知はあったが，一般的な情報提供のみであり，出席要請や特定

の意見表明要請などを行った事実は認められなかった。 

 

・発電所広報部門における調査対象シンポジウム等に関わる書類及び電子データ 

一部の調査対象シンポジウム等の議事録（当社作成）及び配付資料を確認した

が，出席要請や特定の意見表明要請などを行った事実は認められなかった。 

 

・協力企業との情報連絡会議の議事録・配布資料 

開催日時等の口頭周知，開催チラシの配布等はあったが，一般的な情報提供や

「説明会があるが，時間の都合があえばどうぞ」という程度の情報提供に近い

出席要請のみであり，特定の意見表明要請などを行った事実は認められなかっ

た。 

 

・協力企業向け配布文書（あいさつチラシ） 

開催日時等の周知はあったが，一般的な情報提供のみであり，出席要請や特定

の意見表明要請などを行った事実は認められなかった。 
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３．まとめ 

過去５年間に開催された調査対象シンポジウム等について，当社社員や協力企業

等に対し，主に業務上の必要性に基づく情報提供あるいは出席要請を行った事実は

あったが，特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明

することを要請した事実は無かった。 

なお，情報提供及び出席要請の内容及び方法等は，以下の通りである。 

  ■当社社員 

・ 当社社員に対しては，部長級以上が参加する毎朝の情報共有会議，部内会議，

グループミーティング，発電所内のイントラネットへの掲載を通じて情報提

供を行っていた。 

・ 情報提供の目的は，発電所の運営に影響する社外の動きを把握させるため，

或いは，業務上の必要に応じて傍聴させるため。 

・ 傍聴の目的は，調査対象シンポジウム等への参加者がどのような関心事項を

お持ちかを把握し，今後の業務に反映するため等。 

■協力企業等 

・ 調査対象シンポジウム等については協力企業等にとっても関心事であること

から，発電所構内での作業に従事する協力企業等との定期的な情報連絡会に

おいて，当社から情報提供を行っていた。 

・ 当社から出席要請を行ったとの質問票への回答も少数あったが，聴き取り調

査では，これらは「説明会があるが，時間の都合があえばどうぞ」という程

度の情報提供に近いものであり，また，協力企業関係者からの聴き取りでは，

出席を要請されたとの認識は無かった。 

 

  

以 上 
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